
震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定基準 

および復旧技術指針講習会 
 

                                   社団法人 香川県建築士事務所協会 

                                    会 長  富 岡  学 

 

 

   ３月１１日に東日本大震災が発生し、被災各県においては、被災建築物について、応急危険度判定活動が

精力的に実施され、今後は、判定業務後の次の段階として、被災建築物の所有者からの相談および業務依頼

により、被災度区分判定および復旧業務の需要が高まってきます。 

   所有者等からの依頼により、建築士事務所に所属する建築士が被災度区分判定及び復旧に伴う設計・工事

監理業務を実施するには、その業務の内容を修得していることが重要です。 

   （社）香川県建築士事務所協会では、（財）日本建築防災協会との共催により、平成１７年に被災度区分判

定及び復旧業務を行うことができる建築士を育成することを目的に、標記講習会を実施しました。 

しかし、未だ被災度区分判定及び復旧技術を取得した建築士事務所（建築士）が不足しているなかで、よ 

り多くの建築士事務所（建築士）が今回の震災への対応、また今後起こりうる震災への対応に備えるべく当 

業務の内容を修得するために、今年度本講習会を実施します。 

 

１ 開催日   平成２３年１０月２６日（水） 

 

２ 開催場所  サンメッセ香川 ２階 サンメッセホール 

          高松市林町２２１７－１    ＴＥＬ：０８７－８６９－３３３３ 

 

３ 受講対象  建築士事務所に所属する１級・２級・木造建築士 

建築および防災関係の国または地方公共団体の職員。 

          

４ 定 員   １００名 

 

５ 主 催   （社）香川県建築士事務所協会 

共 催   （社）日本建築士事務所協会連合会、 (財)日本建築防災協会 
 

６．後 援   香川県 
 

７．受講料   （テキスト代は含まない。） ・主催・共催団体の会員   ５，０００円 

                     ・後援団体・行政職員    ７，０００円 

                      ・その他一般       １０，０００円 

 

８．テキスト  （財）日本建築防災協会発行の「再使用の可能性を判定し、復旧するための震災建築物の被 

災度区分判定基準および復旧技術指針」（2005年12月14日発行第2版第2刷）を使用しま 

す。 定価 ８，０００円（税込） 

 

９．技術者証の発行 

   ①講習会の修了者の希望によって、（財）日本建築防災協会より「震災復旧のための震災建築物被災度区分

判定・復旧技術者証」（有効期間５年）を発行します。発行手数料２，０００円（税込）。 

②過去に本講習会を受講し、技術者証の発行を受けている者で、再発行（更新）を希望する者へは、本講

習会を再度受講して、５年間の技術者証を発行します。 

 

 



１０．講習内容・講師・時間割 

  

時 間 割 内  容 講  師 

９：３０～１０：００ 受  付  

１０：００～１０：１０

 

挨  拶 （社）香川県建築士事務所協会 

会長 富岡  学 

１０：１０～１０：３０

（２０分） 

被災度区分判定の考え方 （有）鉃川建築設計事務所 

所長 鉃川 裕崇 

１０：３０～１２：００

（９０分） 

木造建築物の被災度区分判定基準および 

復旧技術指針 

（有）鉃川建築設計事務所 

所長 鉃川 裕崇 

１２：００～１３：００ 昼 食・休 憩  

１３：００～１４：３０

（９０分） 

鉃骨造建築物の被災度区分判定基準および

復旧技術指針 

（有）零建築設計事務所 

会長 大西 秀行 

１４：３０～１４：４０ 休 憩  

１４：４０～１６：１０

（９０分） 

鉄筋および鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造建築物の被災

度区分判定基準および復旧技術指針 

（有）零建築設計事務所 

会長 大西 秀行 

１６：１０～ 受講修了証交付  
             

１１．建築士事務所名簿への掲載 

     本講習会の受講者で震災復旧のための震災建築物被災度区分判定・復旧業務を行う建築士事務所につ 

いては、「震災復旧のための震災建築物被災度区分判定・復旧技術建築士事務所名簿」（以下「技術事務

所名簿」という。）の掲載申込みをし、単位会が会員事務所および会員外事務所の「技術事務所名簿」を

作成する。その名簿を都道府県に提出するとともに（財）日本建築防災協会および日本建築士事務所協

会連合会のホームページに掲載し、震災時に活用の便に供するよう管理します。 

 

１２．建築ＣＰＤ情報提供制度 

    本講習会は、「建築ＣＰＤ情報提供制度の認定プログラム、建築士会ＣＰＤ認定プログラム（いずれも 

予定）」となります。単位数は、全構造編が５単位（予定）です。 

 

１３．申込方法 

    申込みは協会事務局へ直接持参して申し込むか現金書留のいずれかでお願いします。 

     ①持参して申込む場合で、 

      （１）「技術者証」の発行及び「技術者名簿」への掲載を申し込まれる方 

顔写真２枚（縦３．５ｃｍ×横２．５ｃｍ 裏面に必ず氏名を記入）・受講申込書・復旧技術者 

名簿掲載申込書・復旧技術者証発行申込書・受講料及びテキスト代・技術者証発行手数料を、協 

会事務局までご持参ください。受付時に受講票をお渡しします。なお、技術者証の発行および名 

簿への掲載対象者は、建築士事務所に所属する建築士の資格を有する者に限ります。 

     （２）「技術者証」の発行及び「技術者名簿」への掲載を申し込まれない方 

顔写真１枚（縦３．５ｃｍ×横２．５ｃｍ 裏面に必ず氏名を記入）・受講申込書・受講料及び 

テキスト代を、協会事務局までご持参ください。受付時に受講票をお渡しします。 

    ②現金書留の場合は、 

上記①の（１）、（２）のいずれかの場合に該当する関係書類を添えてお申込みください。受付 

後に受講票を郵送いたしますので、返信用の封筒を同封してください（８０円切手貼付） 

 

 １４．申込期間    平成２３年９月８日（木）から平成２３年１０月３日（月） 

 

１５．申込及び問い合わせ先 

 社団法人 香川県建築士事務所協会 

      〒７６０－００１８  高松市天神前５番１８号 ルモンド田中ビル３階 

           ＴＥＬ：０８７－８１２－３２０１  ＦＡＸ：０８７－８１２－３２０２ 


